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2006年1月５日申込み第７回新株予約権 

（第三者割当て）の消却に関するお知らせ 

 

 

当社は平成18年１月25日に開催しました取締役会において、第７回新株予約権（第三者割当て）

について残存する本新株予約権の全部を、下記のとおり消却することを決議致しましたので、お知

らせ致します。 

記 

 

１．消却銘柄 

2006年１月５日申込み第７回新株予約権（第三者割当て） 

 

２．割当先 

ライブドア証券株式会社 

 

３．消却日 

平成18年２月27日 

 

４．消却の内容 

（１）消却されるべき本新株予約権：  残存する本新株予約権 200個 

（２）消却に伴う支払価額：   2,000万円 

 ただし、消却日までに権利行使があった場合には減額となります。 

（３）消却後残存予約権：    0個 

（４）消却する理由：  

昨今の株式市場の動向、当社における現在の資金需要、既存の株主様に与える影響等を総

合的に考慮した結果、発行要項第 15項(2)号に従い、平成 18年１月５日に発行しました第

７回新株予約権を消却することに致しました。なお、この消却につきましては、割当先であ

りますライブドア証券株式会社の承諾は得ております。 

〔参考〕発行要項第15項(2)＜抜粋＞ 

当社は、本新株予約権の消却が必要と当社取締役会が決議した場合、商法第 280条の

36の規定に従って、事前通知を行い、その時点において残存する本新株予約権の全部を1

個あたり100,000円の金額で消却することができる。 

５．業績に与える影響 

今回の消却に伴う当期の業績に与える影響はありません。 

以上 


